
五所川原市発注工事における「週休２日確保工事」実施要領

１ 趣旨

本要領は、五所川原市が発注する工事（建築工事を除く。）において、週休２日確保工事の

経費補正や協議の方法等に関して必要な事項を定めるものである。 なお、定めのないものに

ついては青森県「県土整備部発注工事における週休２日確保工事実施要領」に準ずるものと

する。

２ 用語の定義

（１）週休２日

対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態のことで、必ず

しも１週間当たり２日の休日を確保するというものではない。

（２）対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日

間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者

があらかじめ対象外としている期間は含まない。

（３）現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所で

の事務作業を含めて 1 日を通して現場や現場事務所が閉所された状態のことで、降雨、降

雪等による現場閉所も含む。

（４）４週８休以上

対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、２８．５％（８日

／２８日）以上の水準に達する状態をいう。

（５）４週７休以上４週８休未満

現場閉所率が２５％（７日／２８日）以上２８．５％未満の場合

（６）４週６休以上４週７休未満

現場閉所率が２１．４％（６日／２８日）以上２５％未満の場合

（７）発注者指定型

発注者が、週休２日に取り組むことを指定する発注方式であり、受注者は週休２日の確

保に取り組まなければならない。

（８）受注者希望型

受注者が、週休２日の確保に取り組むか否かを選択する発注方式であり、週休２日の確

保に取り組む場合には、工事着手前に発注者と協議すること。

３ 発注方式の分類

次の（１）または（２）のいずれかによる方式とする。

（１）発注者指定型

以下の全てに該当する工事は、発注者指定型として発注することを基本とする。



ア 当初工期が土木工事標準積算基準書等における標準工事日数以上を確保している工

事、または積上げによる工期設定において週休２日に対応した工期を設定している工

事

イ 緊急性を要する場合や社会的要請等により、週休２日の確保が妥当でないと判断され

る工事以外の工事

ウ 工期の延長に特段の支障がない工事

（２）受注者希望型

上記（１）に該当しない工事は、受注者希望型として発注することを基本とする。

４ 工事費の経費補正等

工事費の経費補正等は、下表の各経費に現場閉所率に応じた補正係数を乗じるものとす

る。なお、市場単価については、国土交通省で設定した現場閉所率に応じた補正係数を乗じ

るものとする。単価の内訳が不明なものについては、下表の経費補正は行わずに現場閉所率

に応じた単価を使用する。

（１）当初積算時における経費補正等

発注者指定型の場合には４週８休以上の経費補正等を行い、受注者希望型の場合には経

費補正等は行わない。

また、特記仕様書中「第２条 施工条件明示」-「1.工程関係」-「2.週休２日の確保」に

おいて、該当する発注方式のチェック欄にチェックを入れ、工事費の経費補正等の有無を

明確にする。

（２）精算変更時における経費補正等の見直し等

ア 発注者指定型

４週８休以上を確保した場合は、当初積算時の経費補正等を引き続き適用し、４週

８休未満の場合は、現場閉所率に応じた経費補正等の見直しを行う。

イ 受注者希望型

現場閉所率に応じた経費補正等を行う。

５ 協議及び報告の方法



発注者指定型及び週休２日の確保に取り組む受注者希望型の受注者は、発注者に対して次

のとおり協議及び報告を行うこと。

（１）施工計画書による協議

受注者は、工事着手日までに週休２日の確保を考慮した工程を検討のうえ、現場閉所日

が確認できる施工計画書を作成し、週休２日を確保するために必要な工期及び工程につい

て協議する。

なお、請負金額が１千万円未満の工事で発注者が施工計画書の提出を不要とした場合

は、現場閉所日が確認できる工程表等により協議する。

（２）現場閉所日の確保状況に関する報告

受注者は、毎月提出する履行報告書を活用するなどにより、現場閉所日の確保状況を報

告すること。また、工事の完成時には工事打合簿（別添）により現場閉所日の実績を報告

すること。

６ 工事成績評定における評価

発注者は、工事の完成時に工事打合簿（別添）の内容を確認し、週休２日（４週８休（２

８．５％）以上）の確保を確認した場合には、工事成績評定における「作業員の休日の確

保」及び「適切な工程管理」等において適切な評価を行う。なお、週休２日の確保を確認で

きない場合には、工事成績評定における評価は行わない。

７ その他

（１）発注者は、緊急性がある場合を除き、受注者に対して現場閉所日に作業が生じるような

指示を行ってはならない。

（２）発注者は、増工を伴わない場合であっても、受注者から週休２日の確保に必要な工期の

変更協議があり、協議内容が妥当と判断される場合には、工期の変更に応じるものとする。

（３）受注者は、現場閉所率の達成状況に応じた工事費の経費補正等を下請負契約にも反映さ

せるものとする。

（４）受注者は、発注者等が行う週休２日の確保に関する調査等に協力するものとする。

（５）土木工事市場単価補正係数 国土交通省 働き方改革･建設現場の週休 2日応援ｻｲﾄ

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001388296.pdf

（６）下水道工事市場単価補正係数 国土交通省 下水道用設計標準歩掛表

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000466.html

８ 附則

この要領は、令和６年４月１日から施行する。



様式（19）

工 事 打 合 簿 [記載例]

発 議 者 発議年月日 令和○年○月○日

発 議 事

項

（ ）

工 事 番

号

第○○号 受 注 者 名 ○○建設(株)

工 事 名 ○○○○○工事

（内容）

特記仕様書「第２条 施工条件明示」-「１．工程関係」-「２．週休２日の確保」に

基づき、週休２日の確保状況について報告します。

※受注者から現場閉所日の実績が分かる資料（工事日報等）の提示

を受け、内容を確認すること。

添付図 葉、その他添付図書

処
理

・

回

答

発

注

者

上記について します。

「○○○ （資

料名）」により現 場閉

所率を確認し た。

年 月 日

発

注者

受

注者

指示

その他

協議
通知

承諾

報告 提出

届出

① 工事着手日 令和○年○月○日

② 工事完成日 令和○年○月○日

③ 週休２日対象期間の日数 ○○日

④ うち現場閉所日 ○○日

⑤ 現場閉所率（④÷③） ○○．○％ ← 小数点第２位を切り捨て

指示 承諾 協議
通知

受理 その他



※ただし、現場技術員に 、指示、承諾、協議及び確認の適否等 ※現場代理人及び主任(監理) を行う

権限 ない。 技術者の押印を省略できる

（Ａ４版）

受

注

者

上記について します。

年 月 日

総 括監

督員

主 任監

督員
監督員

現 場技

術員

現 場

代理人

主 任

（監

理）技

術者

了解 協議 提出 報告 届出

そ

の他


